
定款の新旧対照表 
現行 変更案 

（第１～４章 略） 
第６章 総会、理事会、委員会、支部

及び青年部 
（総会の招集） 
第 36 条 総会は、通常総会及び臨時総

会とする。 
2 通常総会は毎事業年度終了後 2 月

以内に、臨時総会は必要あるときは

いつでも、理事会の議決を経て、会

長が招集する。 
（以下 略） 

 
第６章 総会、理事会、委員会、支部

及び青年部 
（総会の招集） 
第 36 条 総会は、通常総会及び臨時総

会とする。 
2 通常総会は毎事業年度終了後 3 月

以内に、臨時総会は必要あるときは

いつでも、理事会の議決を経て、会

長が招集する。 

 


